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(57)【要約】
【課題】ヒンジの取付け位置をフレキシブルにすること
ができる指挟み防止カバー付きヒンジ装置を提供する。
【解決手段】ヒンジ装置３は、ヒンジ軸１３を中心にし
て相対回転可能な第１片１１及び第２片１２を有するヒ
ンジ４と、ヒンジ４にヒンジ軸１３を中心にして回転可
能に支持される指挟み防止カバー５と、を備える。ヒン
ジ４の第１片１１及び第２片１２それぞれは、ヒンジ４
の閉じ位置（図５（ａ））において、カバー５の外面に
当接してカバー５の回転を規制する第１制御部１１ｃ，
１２ｃを有すると共に、ヒンジ４の開き位置（図５（ｃ
））において、カバー５の外面に当接してカバー５の回
転を規制する第２制御部１１ｄ，１２ｄを有する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒンジ軸を中心にして相対回転可能な第１片及び第２片を有するヒンジと、
　前記ヒンジに前記ヒンジ軸を中心にして回転可能に支持される指挟み防止カバーと、を
備え、
　前記ヒンジの前記第１片及び前記第２片それぞれは、前記ヒンジの閉じ位置及び開き位
置のいずれか一方において、前記カバーの外面に当接して前記カバーの回転を規制する第
１制御部を有すると共に、前記ヒンジの前記閉じ位置及び前記開き位置の他方において、
前記カバーの外面に当接して前記カバーの回転を規制する第２制御部を有する指挟み防止
カバー付きヒンジ装置。
【請求項２】
　前記カバーが柱状で断面略扇形であり、
　前記ヒンジ軸の軸方向視において、前記第１片の前記第１制御部と前記第２制御部との
なす角度（α）が前記カバーの中心角（γ）よりも大きいと共に、
　前記第２片の前記第１制御部と前記第２制御部とのなす角度（β）が前記カバーの中心
角（γ）よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の指挟み防止カバー付きヒンジ装
置。
【請求項３】
　前記カバーが柱状でその長さ方向に延びる溝を有し、
　前記ヒンジ軸の端部に設けられる軸支持部と前記カバーの前記溝に入れられる挟み部と
が、前記カバーの前記溝の口元部を挟むことを特徴とする請求項１又は２に記載の指挟み
防止カバー付きヒンジ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１部材と第２部材（例えば折戸の２枚のパネル、枠と扉）を相対回転可能
に連結するヒンジ装置に関し、特に第１部材と第２部材との間の隙間に指が挟まれるのを
防止する指挟み防止カバー付きヒンジ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヒンジ装置は、例えば折戸の隣接する２枚のパネルを折り畳み自在に連結するのに用い
られる。折戸に用いられる場合、ヒンジ装置は、２枚のパネルをフラットな状態の閉じ位
置と折り畳まれた状態の開き位置との間を回転させる。また、ヒンジ装置は、枠に扉を開
閉可能に連結するのに用いられる。扉に用いられる場合、ヒンジ装置は、扉を閉じ位置と
開き位置との間を回転させる。
【０００３】
　ところで、折戸においては、利用者が折戸を開閉するための把手、ハンドル等の操作点
は、２枚のパネルの境目近傍に配置される。折戸の開閉を容易にするためである。このた
め、開き位置にある２枚のパネルを閉じるときに、利用者が２枚のパネル間の隙間に指を
挟むおそれがある。
【０００４】
　折戸ほど指を挟む確率は高くないものの、扉を閉じるときにおいても、利用者が枠と扉
との間の隙間に指を挟むおそれがある。
【０００５】
　指挟みを防止できるヒンジ装置として、出願人は、ヒンジ２０に回転可能に指挟み防止
カバーを設け、ヒンジ２０の閉じ位置と開き位置とでカバーの位置をリセットするように
したヒンジ装置を提案している（特許文献１参照）。
【０００６】
　このヒンジ装置は、ヒンジ２０と、ヒンジ２０に回転可能に支持されるカバー３０と、
を備える。ヒンジ２０は、折戸のパネル４に取り付けられる第１片２４Ａと、折戸のパネ



(3) JP 2019-196636 A 2019.11.14

10

20

30

40

50

ル５に取り付けられる第２片２４Ｂと、を備える。ヒンジ２０の第１片２４Ａと第２片２
４Ｂとは、ヒンジ軸２６を中心にして相対回転可能である。カバー３０は、ヒンジ２０に
ヒンジ軸２６を中心にして回転可能である。
【０００７】
　カバー３０の位置は、ヒンジ２０の閉じ位置及び開き位置においてリセットされる。す
なわち、ヒンジ２０の閉じ位置において、ヒンジ２０の第１片２４Ａと第２片２４Ｂとが
カバー３０の外面に当接してカバー３０の位置がリセットされる。また、ヒンジ２０の開
き位置において、ヒンジ２０の第１片２４Ａの保持片３６Ａと第２片２４Ｂの保持片３６
Ｂが中空のカバー３０の内面に当接してカバー３０の位置がリセットされる。このように
カバー３０の位置をリセットすることで、２枚のパネル４，５の隙間を塞ぐ位置にカバー
３０を回転させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許５３１２８４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載の指挟み防止カバー付きヒンジ装置にあっては、カバ
ー３０に開口３２Ｍを設け、開口３２Ｍにヒンジ２０の保持片３６Ａ及び保持片３６Ｂを
挿入している。ヒンジ２０の取付け位置をカバー３０の開口３２Ｍに合わせる必要がある
ので、ヒンジ２０の取付け位置にフレキシブル性を欠くという課題がある。
【００１０】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたもので、ヒンジの取付け位置をフレキシブルに
することができる指挟み防止カバー付きヒンジ装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様は、ヒンジ軸を中心にして相対回転可能な
第１片及び第２片を有するヒンジと、前記ヒンジに前記ヒンジ軸を中心にして回転可能に
支持される指挟み防止カバーと、を備え、前記ヒンジの前記第１片及び前記第２片それぞ
れは、前記ヒンジの閉じ位置及び開き位置のいずれか一方において、前記カバーの外面に
当接して前記カバーの回転を規制する第１制御部を有すると共に、前記ヒンジの前記閉じ
位置及び前記開き位置の他方において、前記カバーの外面に当接して前記カバーの回転を
規制する第２制御部を有する指挟み防止カバー付きヒンジ装置である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ヒンジの第１片及び第２片の第１制御部及び第２制御部がカバーの外
面に当接してカバーの位置をリセットするので、カバーにこれらを挿入する開口を設ける
必要がない。ヒンジの取付け位置をカバーの開口に合わせる必要がないので、ヒンジの取
付け位置をフレキシブルにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態のヒンジ装置を適用した折戸の斜視図である。
【図２】図２（ａ）は閉じ位置にある折戸の背面図であり、図２（ｂ）は図２（ａ）のｂ
部拡大図である。
【図３】ヒンジとカバーを分解した本実施形態のヒンジ装置の分解斜視図である。
【図４】本実施形態のヒンジ装置のヒンジの分解斜視図である。
【図５】本実施形態のヒンジ装置の動作図である（図５（ａ）は、折戸の閉じ位置を示し
、図５（ｂ－１）（ｂ－２）（ｂ－３）は、折戸の中間位置を示し、図５（ｃ）は、折戸
の開き位置を示す）。
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【図６】本実施形態のヒンジ装置を適用した枠及び扉の背面側斜視図である。
【図７】本実施形態のヒンジ装置の動作図である（図７（ａ）は、扉の閉じ位置を示し、
図７（ｂ）（ｃ）（ｄ）は、扉の第１ないし第３中間位置を示し、図７（ｅ）は、扉の開
き位置を示す）。
【図８】本発明の第２の実施形態のヒンジ装置の斜視図である。
【図９】見る方向を変えた本発明の第２の実施形態のヒンジの斜視図である。
【図１０】図８のX-X線断面図で見たときの第２の実施形態のヒンジ装置の動作図である
（図１０（ａ）は、扉の閉じ位置を示し、図１０（ｂ）は図１０（ａ）のｂ部拡大図を示
し、図１０（ｃ）は、扉の閉じ位置Ｓ１から扉の開き位置Ｓ５までの動作図を示す）。
【図１１】図８のXI-XI線断面図で見たときの第２の実施形態のヒンジ装置の動作図であ
る（図１１（ａ）（ｂ）（ｃ）は、図１０（ａ）（ｂ）（ｃ）と同様の図を示す）。
【図１２】本発明の第２の実施形態のヒンジ装置の変形例の断面図（図８のXII-XII線断
面図）である。
【図１３】本発明の第３の実施形態のヒンジ装置の斜視図である。
【図１４】見る方向を変えた本発明の第３の実施形態のヒンジの斜視図である。
【図１５】図１３のXV-XV線断面図で見たときの第３の実施形態のヒンジ装置の動作図で
ある（図１５（ａ）は、扉の閉じ位置を示し、図１５（ｂ）は、図１５（ａ）のｂ部拡大
図を示し、図１５（ｃ）は、扉の開き位置Ｓ５から扉の閉じ位置Ｓ１までの動作図を示す
）。
【図１６】図１３のXVI-XVI線断面図で見たときの第３の実施形態のヒンジ装置の動作図
である（図１６（ａ）（ｂ）（ｃ）は、図１５（ａ）（ｂ）（ｃ）と同様の図を示す）。
【図１７】本発明の第３の実施形態のヒンジ装置の変形例の断面図（図１３のXVII-XVII
線断面図）である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面に基づいて、本発明の実施形態の指挟み防止カバー付きヒンジ装置（以
下、単にヒンジ装置という）を詳細に説明する。ただし、本発明のヒンジ装置は種々の形
態で具体化することができ、本明細書に記載される実施形態に限定されるものではない。
本実施形態は、明細書の開示を十分にすることによって、当業者が発明の範囲を十分に理
解できるようにする意図をもって提供されるものである。
　（第１の実施形態）
【００１５】
　図１は、本発明の第１の実施形態のヒンジ装置を適用した折戸の斜視図を示す。折戸は
、第１部材としての第１パネル１と、第２部材としての第２パネル２と、を備える。第１
パネル１及び第２パネル２は、本実施形態のヒンジ装置３（図２参照）によって折り畳み
自在に連結される。第１パネル１及び第２パネル２には、上下のスライドレール６ａ，６
ｂにスライド可能に入れられる滑走車１ａ，２ａが設けられる。５は指挟み防止カバー（
以下、単にカバーという）である。カバー５は柱状であり、第１パネル１及び第２パネル
２の上端部から下端部まで延びる。カバー５は、第１パネル１と第２パネル２との間の隙
間を塞ぐ。
【００１６】
　図２（ａ）は閉じ位置にある折戸の背面図を示し、図２（ｂ）は図２（ａ）のｂ部拡大
図を示す。第１パネル１と第２パネル２の背面には、ヒンジ装置３が取り付けられる。ヒ
ンジ装置３は、ヒンジ４と、ヒンジ４に回転可能に支持されるカバー５と、を備える。ヒ
ンジ４は、第１パネル１の背面にねじ等の締結部材によって取り付けられる第１片１１と
、第２パネル２の背面にねじ等の締結部材によって取り付けられる第２片１２と、を備え
る。第１片１１と第２片１２とは、ヒンジ軸１３（図４参照）を中心にして相対回転可能
である。ヒンジ４は、２枚のパネル１，２をフラットな状態の閉じ位置と、折り畳まれた
状態の開き位置との間を回転させる。なお、ヒンジ４の個数は１つでも複数でもよい。
【００１７】
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　カバー５は、ヒンジ軸１３（図４参照）を中心にして回転可能である。カバー５は、上
下方向に延びる柱状で、断面略扇形（本実施形態では断面略半円状）である。カバー５は
、第１パネル１及び第２パネル２の背面の境目に設けられる。第１パネル１及び第２パネ
ル２には、上下方向に延びる凹み１ｂ，２ｂが形成される。凹み１ｂ，２ｂの断面は、カ
バー５の円弧状側面に形状を合わせた断面略１／４円状である。
【００１８】
　図２（ａ）に示すように、折戸の閉じ位置において、第１パネル１と第２パネル２とは
、フラットである。カバー５は、第１パネル１と第２パネル２の背面に隠れていて、第１
パネル１と第２パネル２の前面には露出しない。このため、デザイン性に優れた折戸が得
られる。
【００１９】
　図３は、ヒンジ４とカバー５を分解したヒンジ装置３の分解斜視図を示す。カバー５は
、円弧状側面５ａと、平坦状側面５ｂと、を有する。カバー５の平坦状側面５ｂには、長
さ方向に延びる溝７が形成される。平坦状側面５ｂは、溝７によって第１側面５ｂ１と第
２側面５ｂ２とに区画される。溝７は、あり溝状であり、溝７の口元部７ａの幅が狭く、
溝７の底部７ｂの幅が広い。カバー５の上下端部は、半円状の蓋８によって塞がれる。
【００２０】
　カバー５の溝７には、長方形の板状の挟み部９が挿入される。挟み部９の幅は、溝７の
口元部７ａの幅よりも広い。挟み部９には、図示しないねじ等の締結部材が螺合するねじ
穴９ａが形成される。挟み部９をカバー５の溝７に入れた後、ヒンジ４の軸支持部１０ａ
，１０ｂと挟み部９とを締結部材によって締結して、軸支持部１０ａ，１０ｂと挟み部９
とで溝７の口元部７ａを挟む。これにより、ヒンジ４にカバー５が取り付けられる。
【００２１】
　図４は、ヒンジ４の分解斜視図を示す。ヒンジ４は、第１片１１と、第２片１２と、軸
支持部１０ａ，１０ｂと、挟み部９と、を備える。
【００２２】
　第１片１１は、締結部材２３によって第１パネル１に取り付けられる。第１片１１は、
ヒンジ軸１３が挿入される筒部１１ａと、締結部材２３が通される通し穴１４が形成され
る板状の本体部１１ｂと、筒部１１ａと本体部１１ｂとの間に設けられる板状の第１制御
部１１ｃと、筒部１１ａに設けられる爪状の第２制御部１１ｄと、を備える。
【００２３】
　筒部１１ａ、第１制御部１１ｃ及び第２制御部１１ｄの上下方向の高さは、本体部１１
ｂの約半分であり、本体部１１ｂの上側半分に設けられる。筒部１１ａには、ブッシュ１
５を介してヒンジ軸１３が通される。第１片１１は、ヒンジ軸１３を中心にして回転可能
である。第１制御部１１ｃは、本体部１１ｂと略平行である。第１制御部１１ｃと本体部
１１ｂとの間には、段差が形成される。第１制御部１１ｃは、カバー５の第１側面５ｂ１
に当接可能である。第２制御部１１ｄは、筒部１１ａの外径を部分的に大きくしてなる。
筒部１１ａは、カバー５の溝７の口元部７ａに嵌められる。第２制御部１１ｄは、カバー
５の第２側面５ｂ２に当接可能である。
【００２４】
　ヒンジ軸１３の軸方向視において、第１制御部１１ｃと第２制御部１１ｄとのなす角度
α（図５（ｂ－２）参照）は、カバー５の中心角γよりも大きく（図５（ｂ－３）参照）
、角度αの範囲内にカバー５が含まれる。筒部１１ａ、第２制御部１１ｄ、第１制御部１
１ｃ、本体部１１ｂは、一体に形成される。
【００２５】
　図４に示すように、第２片１２は、締結部材１６によって第２パネル２に取り付けられ
る。第２片１２も、ヒンジ軸１３が挿入される筒部１２ａと、締結部材１６が通される通
し穴１７が形成される板状の本体部１２ｂと、筒部１２ａと本体部１２ｂとの間に設けら
れる板状の第１制御部１２ｃと、筒部１２ａに設けられる爪状の第２制御部１２ｄと、を
備える。
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【００２６】
　筒部１２ａ、第１制御部１２ｃ及び第２制御部１２ｄの上下方向の高さは、本体部１２
ｂの約半分であり、第１片１１との干渉を避けるために、本体部１２ｂの下側半分に設け
られる。筒部１２ａには、ブッシュ１８を介してヒンジ軸１３が通される。第２片１２は
、ヒンジ軸１３を中心にして回転可能である。第１制御部１２ｃは、本体部１２ｂと略平
行である。第１制御部１２ｃと本体部１２ｂとの間には、段差が形成される。第１制御部
１２ｃは、カバー５の第２側面５ｂ２に当接可能である。第２制御部１２ｄは、筒部１２
ａの外径を部分的に大きくしてなる。筒部１２ａは、カバー５の溝７の口元部７ａに嵌め
られる。第２制御部１２ｄは、カバー５の第１側面５ｂ１に当接可能である。
【００２７】
　ヒンジ軸１３の軸方向視において、第１制御部１２ｃと第２制御部１２ｄとのなす角度
β（図５（ｂ－１）参照）は、カバー５の中心角γ（図５（ｂ－３）参照）よりも大きく
、この角度βの範囲内にカバー５が含まれる。筒部１２ａ、第２制御部１２ｄ、第１制御
部１２ｃ、本体部１２ｂは、一体に形成される。
【００２８】
　図４に示すように、ヒンジ軸１３の両端部には、軸支持部１０ａ，１０ｂが設けられる
。軸支持部１０ａの下面及び軸支持部１０ｂの上面には、ヒンジ軸１３が嵌められる穴１
９が形成される。軸支持部１０ａ，１０ｂは、第１片１１と第２片１２がばらけるのを防
止する。軸支持部１０ａ，１０ｂは、第１片１１及び第２片１２に対してヒンジ軸１３を
中心にして回転可能である。軸支持部１０ａ，１０ｂの、カバー５との対向面には、溝７
の口元部７ａに入る突起１０ａ１，１０ｂ２が形成される。突起１０ａ１，１０ｂ２は、
ヒンジ４の上下方向の移動を案内する役割を持つ。符号９は挟み部である。
【００２９】
　図５は、ヒンジ装置３の動作図（図２のV-V線断面図）を示す。図５（ａ）は、ヒンジ
４の閉じ位置（すなわち折戸の閉じ位置）を示し、図５（ｂ－１）（ｂ－２）（ｂ－３）
は、ヒンジ４の中間位置（すなわち折戸の中間位置）を示し、図５（ｃ）は、ヒンジ４の
開き位置（すなわち折戸の開き位置）を示す。
【００３０】
　図５（ａ）に示すように、折戸の閉じ位置において、第１片１１の第１制御部１１ｃが
カバー５の外面の第１側面５ｂ１に当接し、第２片１２の第１制御部１２ｃがカバー５の
外面の第２側面５ｂ２に当接する。このため、カバー５の回転は、第１制御部１１ｃ，１
２ｃによって規制される。カバー５の位置は、図５（ａ）に示す位置にリセットされる。
なお、第１制御部１１ｃ，１２ｃは同時にカバー５に当接しなくてもよく、カバー５には
僅かな遊びがあってもよい。
【００３１】
　図５（ｂ－１）（ｂ－２）（ｂ－３）に示すように、折戸の中間位置において、図５（
ｂ－１）に示すように、カバー５はその第２側面５ｂ２が第１片１１の第２制御部１１ｄ
に当接するまで反時計方向に回転可能であり、図５（ｂ－２）に示すように、カバー５は
その第１側面５ｂ１が第２片１２の第２制御部１２ｄに当接するまで時計方向に回転可能
である。図５（ｂ－３）はカバー５の中間位置を示す。カバー５が時計方向及び反時計方
向に回転したとしても、第１パネル１と第２パネル２との間の隙間は、カバー５によって
塞がれる。
【００３２】
　図５（ｃ）に示すように、折戸の開き位置において、第１片１１の第２制御部１１ｄが
カバー５の外面の第２側面５ｂ２に当接し、第２片１２の第２制御部１２ｄがカバー５の
外面の第１側面５ｂ１に当接する。このため、カバー５の回転は、第２制御部１１ｄ，１
２ｄによって規制される。カバー５の位置は、図５（ｃ）に示す位置にリセットされる。
なお、第２制御部１１ｄ，１２ｄは同時にカバー５に当接しなくてもよく、カバー５には
僅かな遊びがあってもよい。
【００３３】
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　折戸の第１パネル１と第２パネル２との間に指を挟むのは、折戸が図５（ｃ）に示す開
き位置から図５（ａ）に示す閉じ位置まで到る過程である。この過程において、第１パネ
ル１と第２パネル２との間の隙間がカバー５によって塞がれるので、第１パネル１と第２
パネル２との間に指を挟むのを防止できる。
【００３４】
　なお、厳密にいえば、図５（ａ）に示すように、第１パネル１と第２パネル２との間に
は隙間δが開く。しかし、この隙間δの幅も奥行きも僅かであるから、折戸を閉じるとき
、隙間δに指を入れようとしても隙間δから指がはじかれる。このため、この隙間δに指
が挟まれることはない。
【００３５】
　以上に本実施形態のヒンジ装置３の構成及び作用を説明した。本実施形態のヒンジ装置
３によれば、以下の効果を奏する。
【００３６】
　本実施形態のヒンジ装置３によれば、第１片１１及び第２片１２の第１制御部１１ｃ，
１２ｃ及び第２制御部１１ｄ，１２ｄがカバー５の外面に当接して、カバー５の位置をリ
セットする。このため、カバー５にこれらを挿入する開口を設ける必要がない。ヒンジ４
の取付け位置をカバー５の開口に合わせる必要がないので、ヒンジ４の取付け位置をフレ
キシブルにすることができる。
【００３７】
　ヒンジ軸１３の軸方向視において、第１片１１の第１制御部１１ｃと第２制御部１１ｄ
とのなす角度αが略扇形のカバー５の中心角γよりも大きく、第２片１２の第１制御部１
２ｃと第２制御部１２ｄとのなす角度βがカバー５の中心角γよりも大きいので、第１片
１１及び第２片１２の第１制御部１１ｃ，１２ｃ及び第２制御部１１ｄ，１２ｄをカバー
５の外面に当接させることができる。
【００３８】
　ヒンジ４の軸支持部１０ａ，１０ｂと挟み部９との間でカバー５の溝７の口元部７ａを
挟むので、カバー５に対するヒンジ４の上下方向の位置を容易に調節することができる。
【００３９】
　図６は、本発明の第１の実施形態のヒンジ装置３を適用した枠２１及び扉２２の背面図
を示す。ヒンジ装置３の構成は、上述したとおりであるので、同一の符号を附してその説
明を省略する。
【００４０】
　この例では、ヒンジ４の第１片１１は枠２１の背面に取り付けられる。ヒンジ４の第２
片１２は扉２２に取り付けられる。枠２１には、カバー５の円弧状側面に形状を合わせた
断面略１／４円状の凹み２１ａが形成される。扉２２には、カバー５の円弧状側面に形状
を合わせた断面略１／４円状の凹み２２ａが形成される。
【００４１】
　図７は、ヒンジ装置３の動作図を示す。図７（ａ）は、ヒンジ４の閉じ位置（すなわち
扉２２の閉じ位置）を示し、図７（ｅ）は、ヒンジ４の開き位置（すなわち扉２２の開き
位置）を示す。図７（ｂ）（ｃ）（ｄ）は、ヒンジ４の閉じ位置から開き位置に到るまで
のヒンジ４の第１ないし第３中間位置（すなわち扉２２の第１ないし第３中間位置）を示
す。
【００４２】
　図７（ａ）に示すように、扉２２の閉じ位置において、第１片１１の第１制御部１１ｃ
がカバー５の外面の第１側面５ｂ１に当接し、第２片１２の第１制御部１２ｃがカバー５
の外面の第２側面５ｂ２に当接する。このため、カバー５の回転は、第１制御部１１ｃ，
１２ｃによって規制される。カバー５の位置は、図７（ａ）に示す位置にリセットされる
。
【００４３】
　図７（ｂ）（ｃ）（ｄ）に示すように、扉２２の第１ないし第３中間位置において、カ
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バー５は、その第１側面５ｂ１が第１片１１の第１制御部１１ｃ又は第２片１２の第２制
御部１２ｄに当接するまで反時計方向に回転可能であり、カバー５は、その第２側面５ｂ
２が第２片１２の第１制御部１２ｃ又は第１片１１の第２制御部１１ｄに当接するまで時
計方向に回転可能である。カバー５が時計方向及び反時計方向に回転したとしても、カバ
ー５は枠２１と扉２２との間の隙間を塞ぐ。
【００４４】
　図７（ｅ）に示すように、扉２２の開き位置において、第１片１１の第２制御部１１ｄ
がカバー５の外面の第２側面５ｂ２に当接し、第２片１２の第２制御部１２ｄがカバー５
の外面の第１側面５ｂ１に当接する。このため、カバー５の回転は、第２制御部１１ｄ，
１２ｄによって規制される。カバー５の位置は、図７（ｅ）に示す位置にリセットされる
。
【００４５】
　枠２１と扉２２との間に指を挟むのは、扉２２が図７（ｅ）に示す開き位置から図７（
ａ）に示す閉じ位置まで到る過程である。これらの過程において、枠２１と扉２２との間
の隙間がカバー５によって塞がれるので、枠２１と扉２２との間に指を挟むのを防止でき
る。
　（第２の実施形態）
【００４６】
　図８は、本発明の第２の実施形態のヒンジ装置３１の斜視図を示す。図９は、見る方向
を変えた第２の実施形態のヒンジ３２の斜視図を示す。
【００４７】
　本実施形態のヒンジ装置３１も、ヒンジ３２と、ヒンジ３２にヒンジ軸３４（図１０（
ｂ）参照）の回りを回転可能に支持されるカバー３３と、を備える。ヒンジ３２は、枠３
５に取り付けられる第１片４１と、扉３６に取り付けられる第２片４２と、を備える。第
１片４１と第２片４２とは、ヒンジ軸３４を中心にして相対回転可能である。ヒンジ３２
は、扉３６を閉じ位置（図１０（ｃ）のＳ１参照）と開き位置（図１０（ｃ）のＳ５参照
）との間を回転させる。
【００４８】
　図８に示すように、第１の実施形態のカバー５は断面略半円状であるのに対し、第２の
実施形態のカバー３３は断面略１／４円状である。第２の実施形態では、枠３５に断面略
１／４円状の凹みを形成することなく、扉３６のみに断面略１／４円状の凹み３６ａ（図
１０（ｂ）参照）を形成する。
【００４９】
　カバー３３には、長さ方向に延びるあり溝状の溝３７が形成される。カバー３３は、溝
３７によって互いに直角な第１側面３３ｂ１と第２側面３３ｂ２とに区画される。
【００５０】
　ヒンジ３２の第１片４１は、締結部材４４によって枠３５に取り付けられる。第１片４
１は、ヒンジ軸３４が挿入される筒部４１ａと、締結部材４４が通される通し穴が形成さ
れる板状の本体部４１ｂと、筒部４１ａと本体部４１ｂとの間に設けられる板状の第１制
御部４１ｃと、筒部４１ａに設けられる爪状の第２制御部４１ｄと、を備える。第１制御
部４１ｃは、本体部４１ｂと略直角である。第１制御部４１ｃは、カバー３３の第１側面
３３ｂ１に当接可能である。第２制御部４１ｄは、筒部４１ａの外径を部分的に大きくし
てなる。第２制御部４１ｄは、カバー３３の第２側面３３ｂ２に当接可能である。
【００５１】
　第２片４２は、締結部材３８によって扉３６に取り付けられる。第２片４２は、ヒンジ
軸３４が挿入される筒部４２ａと、締結部材３８が通される通し穴が形成される板状の本
体部４２ｂと、筒部４２ａと本体部４２ｂとの間に設けられる板状の第１制御部４２ｃと
、筒部４２ａに設けられる爪状の第２制御部４２ｄと、を備える。第２片４２は、第１の
実施形態の第２片１２と略同一である。
【００５２】
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　ヒンジ軸３４の両端部には、軸支持部３９ａ，３９ｂが設けられる。図９に示すように
、軸支持部３９ａ，３９ｂには、図示しないねじ等の締結部材によって挟み部４０が締結
される。挟み部４０には、締結部材が螺合するねじ穴が形成される。軸支持部３９ａ，３
９ｂには、締結部材の通し穴４３が形成される。挟み部４０をカバー３３の溝３７に入れ
た後、軸支持部３９ａ，３９ｂと挟み部４０とを締結部材によって締結して、軸支持部３
９ａ，３９ｂと挟み部４０とで溝３７の口元部３７ａを挟む。これにより、ヒンジ３２に
カバー３３が取り付けられる。
【００５３】
　図１０は、図８のX-X線断面図で見たときの第２の実施形態のヒンジ装置３１の動作図
を示す。図１０（ａ）は、ヒンジ３２の閉じ位置（すなわち扉３６の閉じ位置）を示し、
図１０（ｂ）は、図１０（ａ）のｂ部拡大図を示し、図１０（ｃ）は、ヒンジ３２の閉じ
位置から開き位置までの動作図（すなわち扉３６の閉じ位置Ｓ１から開き位置Ｓ５までの
動作図）を示す。
【００５４】
　図１１は、図８のXI-XI線断面図で見たときの第２の実施形態のヒンジ装置３１の動作
図を示す。図１１（ａ）（ｂ）（ｃ）は、図１０（ａ）（ｂ）（ｃ）と同様の図である。
【００５５】
　図１０（ｃ）のＳ１に示すように、扉３６の閉じ位置において、第１片４１の第１制御
部４１ｃがカバー３３の外面の第１側面３３ｂ１に当接する。また、図１１（ｃ）のＳ１
に示すように、扉３６の閉じ位置において、第２片４２の第１制御部４２ｃがカバー３３
の外面の第２側面３３ｂ２に当接する。このため、カバー３３の回転は、第１制御部４１
ｃ，４２ｃによって規制される。カバー３３の位置は、図１０（ｃ）のＳ１に示す位置に
リセットされる。
【００５６】
　閉じ位置にある扉３６を開くとき、図１１（ｃ）のＳ３、Ｓ４に示すように、扉３６の
中間位置Ｓ３、Ｓ４において、第２片４２の第２制御部４２ｄがカバー３３の第１側面３
３ｂ１に当接し、カバー３３が第２片４２と一緒に回転し始める。
【００５７】
　図１０（ｃ）のＳ５に示すように、扉３６の開き位置において、第１片４１の第２制御
部４１ｄがカバー３３の外面の第２側面３３ｂ２に当接する。また、図１１（ｃ）のＳ５
に示すように、扉３６の開き位置において、第２片４２の第２制御部４２ｄがカバー３３
の外面の第１側面３３ｂ１に当接する。このため、カバー３３の回転は、第２制御部４１
ｄ，４２ｄによって規制される。カバー３３の位置は、図１０（ｃ）のＳ５に示す位置に
リセットされる。
【００５８】
　枠３５と扉３６との間に指を挟むのは、図１０（ｃ）のＳ５に示す開き位置から図１０
（ｃ）のＳ１の閉じ位置に到る過程である。この過程において、枠３５と扉３６との間の
隙間がカバー３３によって塞がれるので、枠３５と扉３６との間に指を挟むのを防止でき
る。
【００５９】
　なお、図１０（ｃ）のＳ２、Ｓ３、Ｓ４、図１１（ｃ）のＳ２、Ｓ３、Ｓ４に示す扉３
６の中間位置において、カバー３３は回転可能である。枠３５と扉３６との間の隙間をで
きるだけ塞ぐため、ばね等の付勢手段によってカバー３３を第１片４１の第１制御部４１
ｃに付勢することも可能である。
【００６０】
　図１２（ａ）は、本発明の第２の実施形態のヒンジ装置３１の変形例（図８のXII-XII
線断面図）を示す。この例では、第２片４２と軸支持部３９ｂとの間に付勢手段としての
トーションばね４５を介在させ、カバー３３を第１片４１の第１制御部４１ｃに付勢する
。トーションばね４５の一端４５ａは、第２片４２に連結される。トーションばね４５の
他端４５ｂは、軸支持部３９ｂに連結される。軸支持部３９ｂには、カバー３３が取り付
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けられるので、トーションばね４５によってカバー３３を第１制御部４１ｃに付勢するこ
とができる。他の構成は、図８に示す第２の実施形態のヒンジ装置３１と同一なので、同
一の符号を附してその説明を省略する。
【００６１】
　図１２（ｂ）はトーションばね４５を示す。図１２（ｂ）の左側に示すように、トーシ
ョンばね４５は、扉３６が閉じ位置にあるとき（図１１（ｃ）のＳ１参照）、撓んでいて
、カバー３３に図１２（ａ）に示す反時計方向の付勢力Ｍを働かせる。このため、カバー
３３が第１片４１の第１制御部４１ｃに付勢される。カバー３３に働く反時計方向の付勢
力Ｍは、図１２（ｂ）の右側に示すように、扉３６が９０度開くまで継続する（図１１（
ｃ）のＳ１～Ｓ３、図１２（ｂ）の右側参照）。このため、図１１（ｃ）のＳ１，Ｓ２，
Ｓ３において、カバー３３を第１片４１の第１制御部４１ｃに付勢することができる。ま
た、図１１（ｃ）のＳ４、Ｓ５に示すように、第２片４２の第２制御部４２ｄがカバー３
３に当接してカバー３３が時計方向に回転するときには、トーションばね４５がカバー３
３を第２片４２の第２制御部４２ｄに付勢する。したがって、図１１（ｃ）のＳ１～Ｓ５
に示すように、枠３５と扉３６との間の隙間をカバー３３で塞ぐことができる。
【００６２】
　なお、トーションばね４５の替わりに又はトーションばね４５に加えて、ヒンジ軸３４
と軸支持部３９ａ，３９ｂとを回り止めし、第１片４１とヒンジ軸３４との間で所定の摩
擦力を発生させ、この所定の摩擦力によってカバー３３を第１片４１に付勢するようにす
ることもできる。
　（第３の実施形態）
【００６３】
　図１３は、本発明の第３の実施形態のヒンジ装置５１の斜視図を示す。図１４は、見る
方向を変えた第３の実施形態のヒンジ５２の斜視図を示す。
【００６４】
　本実施形態のヒンジ装置５１も、ヒンジ５２と、ヒンジ５２にヒンジ軸５４（図１５（
ｂ）参照）の回りを回転可能に支持されるカバー３３と、を備える。ヒンジ５２は、扉３
６に取り付けられる第１片６１と、枠３５に取り付けられる第２片６２と、を備える。第
１片６１と第２片６２とは、ヒンジ軸５４を中心にして相対回転可能である。ヒンジ５２
は、扉３６を閉じ位置（図１５（ｃ）のＳ１参照）と開き位置（図１５（ｃ）のＳ５参照
）との間を回転させる。
【００６５】
　第３の実施形態のカバー３３も、断面略１／４円状である。第３の実施形態のカバー３
３は、第２の実施形態のカバー３３と略同一である。第３の実施形態では、枠３５のみに
断面略１／４円状の凹み３５ａを形成し、扉３６に断面略１／４円状の凹みを形成しない
（図１５（ｂ）参照）。
【００６６】
　図１３に示すように、カバー３３には、長さ方向に延びるあり溝状の溝３７が形成され
る。カバー３３は、溝３７によって互いに直角な第１側面３３ｂ１と第２側面３３ｂ２と
に区画される。
【００６７】
　ヒンジ５２の第１片６１は、締結部材５７によって扉３６に取り付けられる。第１片６
１は、ヒンジ軸５４が挿入される筒部６１ａと、締結部材５７が通される通し穴が形成さ
れる板状の本体部６１ｂと、筒部６１ａと本体部６１ｂとの間に設けられる板状の第１制
御部６１ｃと、筒部６１ａに設けられる爪状の第２制御部６１ｄと、を備える。第１片６
１は、第２の実施形態の第１片４１と略同一である。
【００６８】
　第２片６２は、締結部材５８（図１４参照）によって枠３５に取り付けられる。第２片
６２は、ヒンジ軸５４が挿入される筒部６２ａと、締結部材５８が通される通し穴が形成
される板状の本体部６２ｂと、筒部６２ａと本体部６２ｂとの間に設けられる板状の第１
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制御部６２ｃと、筒部６２ａに設けられる爪状の第２制御部６２ｄと、を備える。第１制
御部６２ｃは、本体部６２ｂと略直角である。第１制御部６２ｃは、カバー３３の第２側
面３３ｂ２に当接可能である。第２制御部６２ｄは、筒部６２ａの外径を部分的に大きく
してなる。第２制御部６２ｄは、カバー３３の第１側面３３ｂ１に当接可能である。
【００６９】
　ヒンジ軸５４の両端部には、軸支持部５９ａ，５９ｂが設けられる。図１４に示すよう
に、軸支持部５９ａ，５９ｂには、図示しないねじ等の締結部材によって挟み部６０が締
結される。挟み部６０には、締結部材が螺合するねじ穴が形成される。軸支持部５９ａ，
５９ｂには、締結部材の通し穴６３が形成される。挟み部６０をカバー３３の溝３７に入
れた後、軸支持部５９ａ，５９ｂと挟み部６０とを締結部材によって締結して、軸支持部
５９ａ，５９ｂと挟み部６０とで溝３７の口元部３７ａを挟む。これにより、ヒンジ５２
にカバー３３が取り付けられる。
【００７０】
　図１５は、図１３のXV-XV線断面図で見たときの第３の実施形態のヒンジ装置５１の動
作図を示す。図１５（ａ）は、ヒンジ５２の閉じ位置（すなわち扉３６の閉じ位置）を示
し、図１５（ｂ）は、図１５（ａ）のｂ部拡大図を示し、図１５（ｃ）は、ヒンジ５２の
開き位置から閉じ位置（すなわち扉３６の開き位置Ｓ５から閉じ位置Ｓ１）までの動作図
を示す。
【００７１】
　図１６は、図１３のXVI-XVI線断面図で見たときの第３の実施形態のヒンジ装置５１の
動作図を示す。図１６（ａ）（ｂ）（ｃ）は、図１５（ａ）（ｂ）（ｃ）と同様の図であ
る。
【００７２】
　図１５（ｃ）のＳ５に示すように、扉３６の開き位置において、第１片６１の第２制御
部６１ｄがカバー３３の外面の第２側面３３ｂ２に当接する。また、図１６（ｃ）のＳ５
に示すように、扉３６の開き位置において、第２片６２の第２制御部６２ｄがカバー３３
の外面の第１側面３３ｂ１に当接する。このため、カバー３３の回転は、第２制御部６１
ｄ，６２ｄによって規制される。カバー３３の位置は、図１５（ｃ）のＳ５に示す位置に
リセットされる。
【００７３】
　開き位置にある扉３６を閉じるとき、図１５（ｃ）のＳ３、Ｓ２に示すように、第１片
６１の第１制御部６１ｃがカバー３３の第１側面３３ｂ１に当接し、カバー３３が第１片
６１と一緒に回転する。
【００７４】
　図１５（ｃ）のＳ１に示すように、扉３６の閉じ位置において、第１片６１の第１制御
部６１ｃがカバー３３の外面の第１側面３３ｂ１に当接する。また、図１６（ｃ）のＳ１
に示すように、扉３６の閉じ位置において、第２片６２の第１制御部６２ｃがカバー３３
の外面の第２側面３３ｂ２に当接する。このため、カバー３３の回転は、第１制御部６１
ｃ，６２ｃによって規制される。カバー３３の位置は、図１５（ｃ）のＳ１に示す位置に
リセットされる。
【００７５】
　枠３５と扉３６との間に指を挟むのは、扉３６が図１５（ｃ）のＳ５に示す開き位置か
ら図１５（ｃ）のＳ１に到る過程である。この過程において、枠３５と扉３６との間の隙
間がカバー３３によって塞がれるので、枠３５と扉３６との間に指を挟むのを防止できる
。
【００７６】
　なお、図１５（ｃ）のＳ４、Ｓ３、Ｓ２、図１６（ｃ）のＳ４、Ｓ３、Ｓ２に示す扉３
６の中間位置において、カバー３３は回転可能である。枠３５と扉３６との間の隙間をで
きるだけ塞ぐため、ばね等の付勢手段によってカバー３３を第２片６２の第２制御部６２
ｄに付勢することも可能である。
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　図１７は、本発明の第３の実施形態のヒンジ装置５１の変形例（図１３のXVII-XVII線
断面図）を示す。この例では、第１片６１と軸支持部５９ａとの間に付勢手段としてのト
ーションばね５３を介在させる。トーションばね５３の一端５３ａは、第１片６１に連結
される。トーションばね５３の他端５３ｂは、軸支持部５９ａに連結される。軸支持部５
９ａには、カバー３３が取り付けられるので、トーションばね５３によってカバー３３を
付勢することができる。他の構成は、図１３に示す第３の実施形態のヒンジ装置５１と同
一なので、同一の符号を附してその説明を省略する。
【００７８】
　トーションばね５３は、扉３６の開き角度が１８０度～９０度の間（図１６（ｃ）のＳ
５～Ｓ３の間）、カバー３３を第２片６２の第２制御部６２ｄに付勢する。これにより、
図１６（ｃ）のＳ５～Ｓ１に示すように、枠３５と扉３６との間の隙間をカバー３３で塞
ぐことができる。
【００７９】
　なお、トーションばね５３の替わりに又はトーションばね５３に加えて、ヒンジ軸５４
と軸支持部５９ａ，５９ｂとを回り止めし、第２片６２とヒンジ軸５４との間で所定の摩
擦力を発生させ、この所定の摩擦力によってカバー３３を第２片６２に付勢するようにす
ることもできる。
【００８０】
　本発明は、上記実施形態に具現化されるのに限られることはなく、本発明の要旨を変更
しない範囲で様々な実施形態に具現化可能である。
【００８１】
　例えば、上記実施形態では、ヒンジ装置が扉を閉じ位置から開き位置まで約１８０度回
転させているが、ヒンジ装置が扉を閉じ位置から開き位置まで約９０度回転させることも
できる。
【００８２】
　本実施形態のヒンジ、カバーの構成は、一例であり、本発明の要旨を変更しない範囲で
他の構成を採用し得る。
【符号の説明】
【００８３】
　３，３１，５１…ヒンジ装置
　４，３２，５２…ヒンジ
　５，３３…カバー
　５ｂ１，３３ｂ１…カバーの第１側面（カバーの外面）
　５ｂ２，３３ｂ２…カバーの第２側面（カバーの外面）
　７，３７…カバーの溝
　７ａ，３７ａ…溝の口元部
　９，４０，６０…ヒンジの挟み部
　１０ａ，１０ｂ，３９ａ，３９ｂ，５９ａ，５９ｂ…ヒンジの軸支持部
　１１，４１，６１…第１片
　１１ｃ，４１ｃ，６１ｃ…第１片の第１制御部
　１１ｄ，４１ｄ，６１ｄ…第１片の第２制御部
　１２，４２，６２…第２片
　１２ｃ，４２ｃ，６２ｃ…第２片の第１制御部
　１２ｄ，４２ｄ，６２ｄ…第２片の第２制御部
　１３，３４，５４…ヒンジ軸
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